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各指定都市財政担当課

総務省自治財政局地方債課

平成２３年度国の補正予算（第１号）等に係る地方債の取扱いについて

平成２３年度地方債同意等基準（平成２３年総務省告示第１４１号）第二の二の６

に基づき、平成２３年度の国の補正予算（第１号）（以下「補正予算」という。）等に

より追加されることとなる事業の地方負担等に係る地方債の取扱いは下記のとおりと

なりますので、各地方公共団体におかれては、適切に対処されるようお願いいたしま

す。

なお、貴都道府県内の市町村にも、その趣旨を十分お伝えいただくようお願いいた

します。

記

１ 充当率

補正予算等に伴う地方負担額に係る簡易協議等手続における地方債充当率は、原

則として１００％となります。

また、いわゆる継ぎ足し単独事業及び関連して実施される単独事業の対象事業債

については、通常の例によりますが、地方債充当率は１００％となります。

２ 補正予算等に係る地方債の手続

補正予算等により追加される事業等に係る地方債については、簡易協議等手続の

対象とし、その一般的事項については、通常の例によることとします。

３ 公共事業等債の取扱い

補正予算に係る公共事業等債の簡易協議等手続において、東日本大震災に対処す

るための土地改良法の特例に関する法律（平成２３年法律第４３号。以下「土地改

良法特例法」という。）第４条第１項に基づく復旧関連事業については、地方債充

当率を９０％とすることとし、その充当残部分については資金手当の対象となりま

す。



４ 災害復旧事業債の取扱い

補正予算等に係る災害復旧事業債の取扱いは、簡易協議等手続において、以下の

とおりとなります。

(1) 補助災害復旧事業債及び直轄災害復旧事業債

平成２３年度地方債同意等基準（平成２３年総務省告示第１９０号による改正

後の地方債同意等基準をいう。以下同じ。）第二の二の１(3)アにより、立法措置

によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業のほか、別表

に掲げる施設についても、補助災害復旧事業債又は直轄災害復旧事業債の対象と

なります。

また、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平

成２３年法律第４０号。以下「特別財政援助法」という。）第２条第２項に定め

る特定被災地方公共団体における農地農林施設（土地改良法特例法第２条第１項

に定める除塩を含む。）の災害復旧事業債の地方債充当率を９０％とすることと

し、その充当残部分については資金手当の対象となります。

(2) 一般単独災害復旧事業債

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し、補正予算により災害復

旧事業に係る国からの補助金が交付され、これと並行して地方公共団体が補助金

を交付する場合には、当該補助金は一般単独災害復旧事業債の対象となります。

(3) 歳入欠かん等債

特別財政援助法第８条及び第９条に基づく歳入欠かん等債の対象は以下のとお

りです。

① 特別財政援助法第８条関係

次の場合は、平成２３年度及び平成２４年度以降の年度であって政令で定め

る年度（平成２４年度）の歳入欠かん等債の対象となります。

なお、発行対象団体は、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体でそ

の区域の全部又は一部が特別財政援助法第２条第３項に定める特定被災区域内

にあるものとなります。

ア 地方税（普通税、事業所税及び都市計画税）、使用料（地方財政法（昭和

２３年法律第１０９号）第６条の政令で定める公営企業に係るものを除く。）

及び手数料並びに分担金及び負担金の東日本大震災のための減免で、その程

度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政

収入の不足を補う場合

イ 国庫補助負担金の交付を受けて行う災害対策事業（災害救助事業、災害廃

棄物処理事業、漁場復旧対策支援事業及び死亡獣畜処理対策事業等）に通常

要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合



② 特別財政援助法第９条関係

地方税法の一部を改正する法律（平成２３年法律第３０号）及び東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第

２９号）の施行による個人の道府県民税又は市町村民税、個人の行う事業に対

する事業税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税、土地及び家屋に対して

課する固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び自動車取得税交付金に係る平

成２３年度の減収額について、同年度の減収額を勘案して総務省令で定めると

ころにより算定した額の範囲内で、平成２３年度に歳入欠かん債の対象となり

ます。

(4) 地方公営企業災害復旧事業債

地方公営企業に係る災害復旧事業債の取扱いについては、別途お知らせするこ

ととしています。

５ 一般補助施設整備等事業債の取扱い

補正予算に係る事業のうち、埠頭災害復旧事業資金貸付金を受けて実施する事業

（特別転貸債）及び森林環境保全整備事業費補助を受けて実施する森林の間伐等の

実施の促進に関する特別措置法（平成２０年法律第３２号）第６条に規定する事業

は、簡易協議等手続において、一般補助施設整備等事業債の対象となります。

６ 一般事業債の取扱い

補正予算に係る事業のうち、セーフティネット支援対策等事業費補助金、災害援

護貸付金、埠頭災害復旧事業資金貸付金及び空港機能施設災害復旧事業資金貸付金

を受けて実施する事業は、簡易協議等手続において、一般事業債の対象となります。

７ 継ぎ足し単独事業等に係る取扱い

補正予算により追加される事業に係るいわゆる継ぎ足し単独事業及び関連して実

施される単独事業の充当率の引き上げ部分については、簡易協議等手続において、

資金手当となります。

８ 補正予算等に係る地方債の地方交付税措置

補正予算等に係る地方債（資金手当に係るものを除く。）に対する地方交付税措

置は、簡易協議等手続において同意等を得た額の範囲内において、次のとおり講じ

ることを予定しています。

(1) 公共事業等債、学校教育施設等整備事業債及び一般補助施設整備等事業債（埠

頭災害復旧事業資金貸付金を受けて実施する事業を除く。）に係る元利償還金に

ついては、後年度において、その全額を基準財政需要額に算入することとし、そ

の８０％については公債費方式により各団体の地方債発行額に応じて算入し、残

余については単位費用により措置することとしています。



なお、公共事業等債のうち、３に掲げる土地改良法特例法第４条第１項に基づ

く復旧関連事業に係る元利償還金については、後年度において、その９５％を公

債費方式により各団体の地方債発行額に応じて基準財政需要額に算入し、残余に

ついては単位費用により措置することとしています。

(2) 災害復旧事業債のうち、４(1)の補助災害復旧事業債及び直轄災害復旧事業債

に係る元利償還金については、後年度において、その９５％を公債費方式により

各団体の地方債発行額に応じて基準財政需要額に算入することとしています。

(3) 災害復旧事業債のうち、４(2)の一般単独災害復旧事業債に係る元利償還金に

ついては、後年度において、その４７．５～８５．５％を公債費方式により各団

体の地方債発行額に応じて基準財政需要額に算入することとしています。

(4) 災害復旧事業債のうち、４(3)①アの歳入欠かん債に係る元利償還金について

は、後年度において、その７５％を公債費方式により各団体の地方債発行額に応

じて基準財政需要額に算入し、残余については各団体の財政力等に応じ、最大で

２０％を特別交付税で措置することとしています。

(5) 災害復旧事業債のうち、４(3)①イの災害対策債に係る元利償還金については、

後年度において、その９５％を公債費方式により各団体の地方債発行額に応じて

基準財政需要額に算入することとしています。さらに、災害廃棄物処理対策（災

害廃棄物処理事業及び漁場復旧対策支援事業）に係る元利償還金については、後

年度において、残余の５％を特別交付税で措置することとしています。

(6) 災害復旧事業債のうち、４(3)②の歳入欠かん債に係る元利償還金については、

後年度において、その全額を公債費方式により基準財政需要額に算入することと

しています。

(7) (1)から(6)以外の地方債の地方交付税措置については、通常どおりの扱いとし

ます。

９ 公的資金の償還期間の延長

東日本大震災に係る公的資金の償還期間については、以下のとおりとなります。

(1) 補助災害復旧事業債、直轄災害復旧事業債及び一般単独災害復旧事業債につい

ては、現行１０年以内（うち据置期間２年以内）が２０年以内（うち据置期間５

年以内）となります。

(2) 特別財政援助法第８条第１項に規定する歳入欠かん等債については、現行４年

以内（うち据置期間１年以内）が１５年以内（うち据置期間３年以内）となりま

す。

(3) 特別財政援助法第９条第１項に規定する歳入欠かん債については、１５年以内

（うち据置期間３年以内）となります。



(4) 地方公営企業災害復旧事業債については、現行１０年以内（うち据置期間２年

以内）が２５年以内（うち据置期間５年以内）となります。

(5) 公営住宅建設事業債については、現行２５年以内（うち据置期間３年以内）が

３０年以内（うち据置期間５年以内）となります。

なお、この措置が適用される公営住宅建設事業は、東日本大震災に係る、激甚

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０

号）第２２条第１項に基づく補助の特例の対象となった罹災者公営住宅建設等事

業並びに公営住宅整備事業等補助要領（平成８年８月３０日付け建設省住備発第

８３号）の一部改正（平成２３年５月２日付け国住備第４４号）により追加され

た同要領附則第２及び第３に基づく補助の特例の対象となった用地取得造成事業

及び災害対応改修事業をいいます。

(6) (1)及び(4)については、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体でその

区域の全部又は一部が特別財政援助法第２条第３項に定める特定被災区域内にあ

るものに適用されます。

10 地方債計画の改定

補正予算等に対応し、平成２３年総務省告示第１６８号（平成２３年５月２日告

示）により、平成２３年度地方債計画を改定しております。



（別表）

施設名 （参考）補助率

・地域情報通信基盤 ３分の２

・市町村保健センター ２分の１

・食肉衛生研究所 ２分の１

・精神障害者社会復帰施設 ３分の２

・重症心身障害児（者）通園事業施設 ３分の２

・夜間対応型訪問介護ステーション ３分の２

・老人福祉センター ２分の１

・訪問看護ステーション ２分の１

・婦人相談所 ３分の２

・児童厚生施設 ２分の１

・児童家庭支援センター ３分の２

・児童相談所 ３分の２

・一時保護施設 ３分の２

・児童自立生活援助事業所 ３分の２

・小規模住居型児童養育事業所 ３分の２

・へき地保育所 ３分の２

・子育て支援のための拠点施設 ３分の２

・母子福祉センター ２分の１

・母子健康センター ２分の１

・歯科衛生士養成所 ２分の１

・農業共同利用施設（種苗生産施設、家畜繁殖 ２分の１

施設、共同放牧施設、公害防止施設を除く）

・共同利用の漁船・定置漁具 ３分の１

・水産業共同利用施設（荷捌き施設、加工施 ３分の２、２分の１

設、冷凍冷蔵施設等）の機器

・公立学校応急仮設校舎 ３分の２

※この表は、平成２３年度地方債同意等基準第二の二の１(3)ア(ｴ)により対象

となる施設を例示したものです。


